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岩倉市災害派遣手当に関する条例の一部改正について 
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岩倉市災害派遣手当に関する条例の一部を改正する条例 

岩倉市災害派遣手当に関する条例（昭和４６年岩倉市条例第１３号）の

一部を次のように改正する。 

第１条中「第１９条」を「第１９条（武力攻撃事態等における国民の保

護のための措置に関する法律施行令（平成１６年政令第２７５号）第３８

条及び新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令（平成２５年政令第 

１２２号）第４条の５の規定によりその例によることとされる場合を含

む。）」に、「災害復旧」を「災害復旧、国民の保護のための措置の実施、

特定新型インフルエンザ等対策の実施」に、「新型インフルエンザ等緊急

事態派遣手当」を「特定新型インフルエンザ等対策派遣手当」に改める。 

 別表中「別表」を「別表（第２条関係）」に改める。 

附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 


